
第 9回円山川流域委員会
平成 16 年 4 月 27 日 

資料 3-1 

 

-2- 

委員会を進める方針について 

 

これまでの委員会 

 

 平成 15 年度の円山川流域委員会では、情報の共有化を進めるために、

現地視察や円山川の現状説明により、円山川の現状把握を行ってきました。 

   現地視察：直轄管理区間（第 3 回、第 4 回、第 5 回委員会） 

        県管理区間（第 7 回委員会） 

   現状説明：河川管理者からの円山川流域の現状説明 

        「円山川流域の概要と治水について」（第 6 回委員会） 

        「円山川流域の環境と河川管理について」（第 8 回委員会） 

        委員からの現状説明：「川合委員からの情報提供」 

 

円山川河川整備計画策定までの流れを再確認していただく意味で図 3.1 に円

山川流域委員会の進め方（委員長案）を示します。 

 

 平成 16 年度も現状把握等を続けながら、並行して円山川のあるべき姿、望

ましい円山川の姿を議論していくこととなりますが、ヒアリングを行った結果、

今後の進め方の方針について、以下のような意見（方針に関する主な意見）を

いただいております。 

 

ヒアリング時の主な意見 

    

・円山川の具体的な課題を示して欲しい。 

・原案の叩き台を提示して欲しい。 

 

 （議論） 

ヒアリング時の意見をもとに、今後の委員会を進めていく方針（次のステッ

プ）について、議論をお願いします。 

①河川管理者から課題の提示を受け、各委員の考えている課題と合わせて、

原案作成の議論を行う。 

②河川管理者から原案の叩き台（素案）を提示してもらい、それをもとに原

案作成の議論を行う。 

 ③その他 
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図 3.1 円山川流域委員会の進め方（委員長案） 

 

今後20～30年の整備計画
としてふさわしいものか？
補足・修正すべきものは？

今年度（平成１５年度）は、
情報の共有化を進める。
（円山川の現状の把握）

情報の共有化

設　立

委員会規約
委員会の進め方

手
段

情報の共有化の進め方

・現地視察

・現状説明

円山川の現状把握にとって、このメニューは適切かつ十分
だろうか？　あるいは、追加が必要なものは何だろうか？　

河川管理者による
現状についての説明

委員による現状
についての説明

技術的な検討

住民の意見の
反映方法は？

河川整備計画（原案）の提示

河川整備計画案の作成

委員(会)の作業 河川管理者の作業

望ましい円山川の姿
円山川のあるべき姿

などについての議論

河川管理者からの説明メニューに関する議論

課題の抽出とその対応

平
成
15
年
度

平
成
16
年
度

今後20～30年の整備計画
としてふさわしいものか？
補足・修正すべきものは？

今年度（平成１５年度）は、
情報の共有化を進める。
（円山川の現状の把握）

情報の共有化

設　立

委員会規約
委員会の進め方

手
段

情報の共有化の進め方

・現地視察

・現状説明

円山川の現状把握にとって、このメニューは適切かつ十分
だろうか？　あるいは、追加が必要なものは何だろうか？　

河川管理者による
現状についての説明

委員による現状
についての説明

技術的な検討

住民の意見の
反映方法は？

河川整備計画（原案）の提示

河川整備計画案の作成

委員(会)の作業 河川管理者の作業委員(会)の作業 河川管理者の作業

望ましい円山川の姿
円山川のあるべき姿

などについての議論
望ましい円山川の姿
円山川のあるべき姿

などについての議論

河川管理者からの説明メニューに関する議論

課題の抽出とその対応

平
成
15
年
度

平
成
16
年
度


